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議題２ 【諮問】
中讃広域都市計画道路
（南条町土器線）の変更について

（香川県決定）
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都市計画道路 南条町土器線について 3

【起点】
丸亀市
塩飽町

【終点】
丸亀市
土器町東
九丁目

JR丸亀駅

丸亀市役所

中讃保福祉事務所

丸亀市土器町交差点



都市計画道路 南条町土器線の変更内容について（法定図書） 4

中讃広域都市計画道路の変更（香川県決定）

変更理由
市街地内交通の円滑化を図るため、整備に必要となる区域を追加するものである。

都市計画道路中3・4・110号南条町土器線を次のように変更する。



都市計画道路 南条町土器線 計画図、断面図 5

計画図

A′

A

丸亀市土器町交差点付近

断面図（変更なし）

宇多津町方面

A-A´断面

A A′



都市計画道路 南条町土器線 変更箇所（蓬莱橋付近） 6

B′

B

断面図

計画図

B-B´断面

もともと都市計画道路として決定していた幅
に加え、右折車線を追加する必要が生じたこ
とから、幅員構成を変更し、必要となる区域
を都市計画道路として新たに追加

B B′



都市計画道路 南条町土器線 変更箇所（蓬莱橋付近） 7

計画図

平面図

※R6.10.8時点（今後変更する可能性があります）

川幅を広げた後の
堤防上の道路との
交差点

安全性のため、
市道との交差位置を
これまでとは変更



計画図

都市計画道路 南条町土器線 変更箇所（丸亀市土器町交差点付近） 8

断面図
C-C´断面

C′

C

もともと都市計画道路として決定していた幅
に加え、右折車線を追加する必要が生じたこ
とから、幅員構成を変更し、必要となる区域
を都市計画道路として新たに追加

C C′



都市計画道路 南条町土器線 変更箇所（丸亀市土器町交差点付近） 9

C′

C
計画図

平面図（暫定形）

今回の事業区間

断面図（暫定形）
C-C´断面

C′

C
片側１車線

当面の間、安全性確保のため、
交差点の東側で片側2車線から現道
の片側１車線への擦りつけを行う

C C′



都市計画変更までの手続き

R６.10.８～10.23

R６.10.８

R６.11.８

R６.11月
頃（予定）

原案の閲覧、公聴会の公述申出期間

説明会

公聴会

丸亀市
意見照会

法定縦覧
（都市計画法第１７条）

R７.１月以降（予定） 香川県都市計画審議会

都市計画変更（告示）

都市計画変更（原案）作成

都市計画変更までの手続き
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R６.11月頃
（予定）

R７.１月以降（予定）

都市計画変更（案）作成

R６.11月
頃（予定）

道路管理者
協議

R6.11.21 丸亀市
都市計画審議会
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